
 

 
 

１．改正の経緯等（出産育児一時金）について            ２．国の見直し案について 
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令和 4 年 12 月 15 日社会保障審議会医療保険部会 
出産育児一時金の引き上げ 

・前回の引き上げ時は「公的病院」の平均出産費用を勘案して設定したが、「全施

設」を勘案 

・48.0 万円(*1)＋1.2 万円(*2)=49.2 万円 

  (*1)令和 4 年度「全施設」平均出産費用推計値 

 (*2)産科医療補償制度掛金 

⇒令和 5 年 4 月から、全国一律で、50 万円とする 

・出産費用の見える化（公表）の検討 

 →(12/15 議論の整理)出産費用が上昇していく構造は未解明、保険適用についても

議論 

・後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みの検討 

 →(12/15 議論の整理)保険料総額の比率から 7%とする（令和 6・7 年度は激変緩和

措置として費用の 1/2 を対象額とする） 

出産費用が 42 万円を超え

る場合は差額を支払い 

被保険者 

出産費用が 42 万円を

下回る場合は差額を

申請 

保険者 
支払事務委託（上限 42 万円） 

被保険者の出産に係る費用負担の緩和を目的として、国の見直し案に準じて令和

５年４月１日以降の出産から、次のとおり支給額を改正する。

 
 現 行 改正後 

支給額 ４２０，０００円 ５００，０００円 

・令和 5 年 1 月 5 日（木）  正副議長・健康福祉委員説明（パブコメ実施報告） 

・令和 5 年 1 月 6 日（金）  パブコメ意見募集開始 

・令和 5 年 1 月 25 日（水）  運営協議会 

・令和 5 年 1 月 27 日（金）  パブコメ意見募集終了 

・令和 5 年 2 月 上旬     健康福祉委員会（パブコメ結果報告）及び議案提出 

・令和 5 年 4 月 1 日（土）  改正条例施行 

支給要件 
妊娠４月（１２週・８４日）以上の出産であること 

※死産・流産の場合も支給 

※他の健康保険から同様の給付が行われる場合には支給しません。 

支給方法 
 (1)分べん機関への直接支払い 

 (2)区役所等窓口への申請後、口座振込 

支給金額 
 １件につき 42 万円 

支給額の推移 
平成 6 年 10 月：制度創設（30 万円） 

平成 18 年 10 月：30 万円→35 万円 

平成 21 年 1 月：35 万円→38 万円 

         産科医療補償制度（掛金 3 万円）【*1】 

平成 21 年 10 月：38 万円→42 万円 

平成 23 年 3 月までの暫定措置、直接支払制度【*2】導入 

平成 23 年 4 月：42 万円を恒久化 

平成 27 年 1 月：42 万円（掛金 3万円→1.6 万円） 

令和 4 年 1 月：42 万円（掛金 1.6 万円→1.2 万円） 

【*1】産科医療補償制度について 
 分べんに関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やか

に補償すること等を目的として創設された無過失補償制度 

支払機関 

分べん機関 

申請書 

「川崎市国民健康保険条例」の一部改正について 

代理契約書 

領収書等 

【*2】直接支払制度について 
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